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貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
二
号
）
（
新
旧
対
照
表
）

【
公
布
：
令
和
元
年
６
月

日

施
行
：
令
和
元
年
７
月
１
日
】

28

○
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
二
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地

第
四
十
二
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地

方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

一
～
二
十
三

（
略
）

一
～
二
十
三

（
略
）

二
十
四

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
権
限
（
第
三
項
及
び
第
四
項
並

二
十
四

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
権
限
（
法
第
三
十
五
条
第
六
項

び
に
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
法
第
三
十
五
条
第
六
項
に

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
を
除
く
。
）

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
を
除
く
。
）

二
十
五

貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
権
限
（
第
四
項
及
び
附
則
第
六
条

二
十
五

貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
権
限

第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
六
・
二
十
七

（
略
）

二
十
六
・
二
十
七

（
略
）

（
削
る
）

二
十
八

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
勧
告
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
っ
た
法
第
三
十

三
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
勧
告
に
係
る
法

第
六
十
四
条
第
二
項
の
意
見
の
聴
取

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
運
輸
局

３

法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
に
よ
る
情
報
の
整
理
及
び
公
表
は
、
地
方
運
輸
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

一

法
第
二
十
四
条
の
二
（
法
第
三
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

（
新
設
）

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
整
理
及
び
公
表

二

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
勧
告
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
っ
た
法
第
三
十
三
条

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
も
の
及
び
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
も

の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
勧
告
に
係
る
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
意
見
の
聴
取

４

法
第
六
十
条
第
一
項
（
法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

４

法
第
六
十
条
第
一
項
（
法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
二
項
（
地
方
実
施
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
（
法
第

む
。
）
、
第
二
項
（
地
方
実
施
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
（
法
第
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三
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
（
地
方
実

三
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
（
地
方
実

施
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
並
び
に
法

施
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方

第
六
十
四
条
第
一
項
の
勧
告
（
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る

運
輸
局
長
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

。
）
及
び
当
該
勧
告
に
係
る
同
条
第
二
項
の
意
見
の
聴
取
は
、
地
方
運
輸
局
長
、

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

附

則

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
六
条

法
附
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
（
貨
物
軽
自
動

第
六
条

法
附
則
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
三
項
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条

車
運
送
事
業
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
地
方
運
輸
局
長
も
行
う
こ
と
が
で

第
三
項
に
規
定
す
る
運
輸
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

き
る
。

２

法
附
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
（
貨
物
軽
自
動
車
運

（
新
設
）

送
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
地
方
運
輸
局
長
、
運
輸
監
理
部
長
又
は

運
輸
支
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


